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１．はじめに 

 

 都市部には，街路が狭く，公園などのオープンス

ペースが不足した住環境の悪い災害に対しても脆弱

な地区が残っている．しかし，個々の区画は建て替

えが依然として進まないため，都市環境・都市防災

上において大きな問題となっている．このような問

題を解決するために，現在，土地・建物に対しての

税制面での優遇措置や容積率の割増制度などが実施

されているが，地価下落の継続，経済情勢の低迷な

ど，将来に対する不安の増大も一因となり，市街地

再生は思うように進んでいない． 

 そこで本研究では，まず過去の事例や実務者への

ヒアリング調査などから市街地再生が進まない要因

について整理する．つぎに，この整理の結果からも

明らかになった費用負担に関する点に着目し，建物

修繕による施行費用の削減や補助金制度という２つ

の具体的な市街地再生促進策を取り上げ，便益帰着

構成表などを用いて検討する． 

 

２．市街地再生が進まない要因の整理 

 

 市街地再生が進まない要因について以下の３つの

調査を実施した． 

① 土地区画整理行政実例（明治 44 年～平成 9 年

の 238 件について）の調査 

② 土地区画整理判例（大正 12 年～平成 10 年の

175 件について）の調査 

③ 実務経験者へのヒアリング 

 ①，②の件名に含まれる主な語句について，使用

数を整理したところ，図 1，2 のようになった． 
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図 1 行政事例の件名に含まれる語句 
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図 2 判例の件名に含まれる語句 

 

 ①～③の調査から市街地再生が進まない主な要因

として考えられるものは次のように整理できる． 

(1)減歩に対応できない 

 減歩を行うと庭，駐車場スペース等が無くなり生

活に支障をきたす場合がある．また減歩率が大きい

場合には地主のインセンティブが無くなる． 

(2)清算金の不確実さ 

 建物がある土地の場合，清算金で対応する場合が

多いが，その単価が事前には確定していないため，

支払金額に対する不安がある． 

(3)補償金の不確実さ 

 建物移転を伴う権利者は建物移転費等の補償金額

が事業当初に確定していないため，建物の建替えが

可能な金額を補償してもらえるのか不安である． 

(4)地価上昇が見込めない 

 かつては地価上昇が大きかったため，地主の総資

産額を減らさずに市街地再生に必要な減歩が可能で 



 

表 1 市街地再生促進策の便益帰着構成表  
地区住民 地区住民
（地主） （新地主）

整備費 －Ｇ －Ｇ
用地費 Ｃ －Ｃ 0
公共減歩 －Ｃ－ÄＣ Ｃ＋ÄＣ 0
建替 －Ｈ －Ｈ
整備費 －Ｊ －Ｊ
公共減歩 －Ｄ１－ÄＤ１ Ｄ１＋ÄＤ１ 0
建替 －Ｋ －Ｋ
整備費 －Ｌ －Ｌ
公共減歩 －Ｄ２－ÄＤ２ Ｄ２＋ÄＤ２ 0

－ÄＭ１ ÄＭ３ ÄＭ４ －ÄＭ２ 0

ÄＭ１ －ÄＭ３ －ÄＭ４ ÄＭ２

－Ｎ －Ｎ
Ｂ＋ÄＢ －Ｂ－ÄＢ 0
－Ｂ－ÄＢ Ｂ＋ÄＢ 0

ÄＡ ÄＥ３ ÄＥ４ ÄＥ２ ÄＡ＋ÄＥ２

＋ÄＥ３＋ÄＥ４

－Ｆ－ÄＦ Ｆ＋ÄＦ 0

－Ｐ －Ｐ
ÄＡ－ÄＣ Ｄ１＋ÄＤ１ ÄＣ ÄＡ＋ÄＥ３＋ÄＥ４

－Ｄ１－Ｄ２－ÄＤ１－ÄＤ２ ＋Ｄ２＋ÄＤ２ －Ｇ－Ｈ ＋ΔＥ
２
＋ÄＭ２

－Ｇ－Ｈ
－Ｊ－Ｋ－Ｌ－Ｎ－Ｐ ＋ÄＥ３－Ｆ－ÄＦ＋ÄＥ４＋Ｆ＋ÄＦ －Ｊ－Ｋ－Ｌ－Ｎ－Ｐ

種目 政府（市） 政府（県・国） 計

建物修繕費
補助金

都市
計画
道路

区画
道路

公園

固定資産税・都市計画
税の増額分

保留地処分金

住環境の向上
（資産向上）

保留地減歩

市→県・国への
公共用地移動分

諸経費

計
－ÄＭ２

＋ÄＥ２

 
 

あったが，近年のように地価上昇が見込めない場合

には，総資産額を減らす可能性が高く，地主のイン

センティブが小さい． 

(5)災害リスクの未認知，あるいは無視 

 地震や火災に対して脆弱であるかは認知している

が，その程度までは認知していない．あるいはそれ

を認めようとしない．さらには，それを把握するた

めに詳細な建物などに関するデータがない． 

 以上より市街地再生が促進されない理由は，費用

負担に関する内容が大半であることがわかる．そこ

で，以降では費用負担問題に着目し，それを解決す

る方法について検討する． 

 

３．市街地再生促進策案 

 

 Ueda ら 1)は，将来にわたって年当たりの純便益が

一定であれば，最適投資タイミングは現在か，永遠

に来ないかのどちらか(Now or Never)であることを

示している．したがって，この場合は現時点で純便

益の現在価値の符号をチェックすればよい．そこで

本研究では，現時点で施策を実行し，年当たりの純

便益は変化しないと仮定して，純便益の現在価値を

指標として検討する． 

 一方，上田・髙木 2)は，市街地再生促進策として

建替えのための補助金給付，建物資産税率の引き下

げが有効であることを示している．そこで本研究で

は，市街地再生促進策の１つとして，都市計画税・

固定資産税の上昇分を補助金として付与する制度を

取り上げる．この理由は表 1 の標準的な市街地再生

策に対する便益帰着構成表からわかる．表 1 に示さ

れているように，固定資産税と都市計画税の上昇分

は，地主自らの投資によってもたらされた資産向上

に伴うものであり，本来は地主に帰着する便益の一

部であるので，それを税として徴収されると政府に

便益が移転してしまう．したがって，この移転した

便益を本来の帰着先である地主に戻すために，補助

金を給付するものである．なお，この施策は既に TIF

制度として存在するが，ここでは税収の全額を補助

金として給付することのみを考える． 

 また，費用負担の軽減策として，建物建替と修繕

を考える．すべての街区を街路整備によって住環境

（特に防災性能）を向上させるのではなく，一部を

建物の建替えや修繕によって対応することを考える． 

 以上の２つの施策を取り上げ，岐阜市内のある地

区を対象として，具体的な市街地再生計画を３案作

成し，その評価をもって施策の有用性を検討するも

のである． 

 Ａ案は，防災性能向上のために 4ｍ以上の区画道

路を敷設し，道路敷設で補えない箇所は建物修繕を

行う案である．Ｃ案は，区画道路をほとんど敷設せ

ず，建物建替と修繕で防火性能の向上を図る案であ

る 3)．Ｂ案は，両案の折衷案ある．表 2 および図 3 



 

 
図 3 市街地再生計画（A 案） 

 
図 4 市街地再生計画（B 案） 

 
図 5 市街地再生計画（Ｃ案） 

 
表 2 市街地再生計画の概要 単位：㎡ 

施行後 
種別 施行前 

Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 
宅地 80,756 72,194 73,483 76,368 

公共用地 16,260 24,822 23,533 20,648 
公共用地率 16% 25% 24% 21% 

合計 97,016 97,016 97,016 97,016 

 

～8 に市街地再生計画の概要を示す． 

 

４．施策の評価 

 

 A～C 案のそれぞれについて便益帰着構成表を作

成した．なお，住環境の向上の便益は，その土地が

将来にわたってもたらす純収益の現在価値であり，

地価上昇分，すなわち資産価値の向上に等しい．な

お，地価は路線価を基本に周辺地域の状況から想定

した． 

 
図 6 建物建替・修繕計画（A 案） 

 
図 7 建物建替・修繕計画（B 案） 

 
図 8 建物建替・修繕計画（C 案） 

■耐震構造へ修繕，■耐震構造へ建替，■道路整備に伴う建替 

 

 社会的純便益の大きさはＡ，Ｂ，Ｃ案の順であり，

Ｃ案は負になった．したがって，区画道路，公園整

備の代わりに耐震構造への建替修繕を行うことによ

って同等の住環境（特に防災性能）の向上となると

しても，結果的に施行後の地価に差が生じるため，

このような順に社会的純便益が小さくなっている．

すなわち，現在の市場（もしくは不動産鑑定制度）

では住環境に差があると評価されているか，正当に

評価されていないことになる．前者であればまった

くしかたがないことであるが，後者である可能性が

ある．したがって，土地の環境条件についてきちん

と情報を公開し，情報の非対称性を排除することに

より市場で正当に評価されるように制度を変更して

いく必要があろう． 

一方，地区住民（旧地主）の純便益はいずれも負で 



 

 表 3 Ａ案の便益帰着構成表 （百万円） 

地区住民 政府 政府 地区住民 
種目 

（旧地主） （市） （国・県） （新地主） 
計 

整備費     -117   -117 

用地費 367   -367   0 

公共減歩 -533   533   0 

都市

計画

道路 
建替     -687   -687 

整備費 -155       -155 

公共減歩 -751 751     0 
区画

道路 
建替 -1,102       -1,102 

整備費 -51       -51 
公園 

公共減歩 -256 256     0 

固定資産税・都市

計画税の増額分 
-423 255 255 -87 0 

補助金 423 -255 -255   -87 

建物建替修繕費 -154       -154 

保留地処分金 1,856     -1,856 0 

住環境の向上 2,752 879 263 569 4,463 

保留地減歩 -1,856     1,856 0 

市→県・国への 

公共用地移動分 
  -325 325   0 

諸経費 -1,128       -1,128 

計 -1,011 1,561 -50 482 982 

 

 表 4 Ｂ案の便益帰着構成表 （百万円） 

地区住民 政府 政府 地区住民 
種目 

（旧地主） （市） （国・県） （新地主） 
計 

整備費     -117   -117 

用地費 367   -367   0 

公共減歩 -496   496   0 

都市

計画

道路 
建替     -687   -687 

整備費 -98       -98 

公共減歩 -557 557     0 
区画

道路 
建替 -807       -807 

整備費 -51       -51 
公園 

公共減歩 -248 248     0 

固定資産税・都市

計画税の増額分 
-389 237 237 -85 0 

補助金 389 -237 -237   -85 

建物建替修繕費 -456       -456 

保留地処分金 1,921     -1,921 0 

住環境の向上 2,470 730 235 543 3,978 

保留地減歩 -1,921     1,921 0 

市→県・国への 

公共用地移動分 
  -332 332   0 

諸経費 -1,019       -1,019 

計 -895 1,203 -108 458 658 

 

 表 5 Ｃ案便益帰着構成表 （百万円） 

地区住民 政府 政府 地区住民 
種目 

（旧地主） （市） （国・県） （新地主） 
計 

整備費     -117   -117 

用地費 367   -367   0 

公共減歩 -458   458   0 

都市

計画

道路 
建替     -687   -687 

整備費 -45       -45 

公共減歩 -134 134     0 
区画

道路 
建替 -341       -341 

整備費 0       0 
公園 

公共減歩 0 0     0 

固定資産税・都市

計画税の増額分 
-331 201 201 -71 0 

補助金 331 -201 -201   -71 

建物建替修繕費 -977       -977 

保留地処分金 1,818     -1,818 0 

住環境の向上 1,950 463 177 417 3,007 

保留地減歩 -1,818     1,818 0 

市→県・国への 

公共用地移動分 
  -314 314   0 

諸経費 -896       -896 

計 -534 283 -222 346 -127 

あるものの，大きさは C，B，A 案の順である．し

たがって，住環境の向上を目的とした施策として，

区画道路敷設や公園整備の代わり建物建替・修繕を

より多く実施した場合の方が，地区住民の負担を軽

減できると言える．さらに，政府（市）の純便益が

正でかつ大きな値となっており，これと地区住民（旧

地主）の純便益と合わせると A，B 案で正となる．

この政府（市）の純便益は地区住民（多くは新旧地

主）が区画道路や公園を利用することによって得ら

れる便益であり，これを加味すれば地区住民にとっ

て純便益が正となるため，市街地再生促進策が受け

入れられる可能性がある． 

 

５．おわりに 

 

 本研究より得られた政策的示唆は次の２点である． 

①補助金給付制度は，政府への帰着便益を地区住民

に還元し，地区住民の費用負担を軽減できる．し

たがって，補助金制度は，地区住民を市街地再生

へ参加させる可能性を高める場合がある． 

②防災性能向上策を変更することによって，地区住

民の費用負担を軽減できる．したがって，区画道

路を整備せず，建物建替・修繕によって防災性能

を向上させる方策は，地区住民を市街地再生へ参

加させる可能性を高める場合がある． 

 今後は，評価の決め手となっている防災性能と地

価の関係について，メカニズムを明らかにするとと

もに，実際の市場においてどのようになっているか

を分析し，正当に評価されるために必要な方策など

について検討していく必要がある． 
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